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＊R２年補正小規模事業者持続化補助金（コロナ特別対応型）の採択決定 

国の令和２年度補正予算として小規模事業者が商工会と一体となり、競争力強化のために

取組む費用の４分の３が補助される(上限１００万円)｢第３回小規模事業者持続化補助金（コ

ロナ特別対応型」の採択結果が１０月３０日（金）に中小企業庁から発表されました。下記

の事業者と当商工会と一緒に経営計画書を作成し、今回大野町で採択された４件の事業所を

ご紹介します。 

 

 

 

 

 

＊経営計画作成支援個別相談会について 

令和２年１１月１６日より～令和３年２月１日の間で、計５日間開催します！！ 

Ｒ２年１２月１0日(木)の第５回持続化補助金（コロナ特別型）、Ｒ３年２月５日（金）締切の第４回

持続化補助金（一般型）申請を検討の方は個別相談会へ、要予約してください。詳しくは別紙チ

ラシを参照してください。 

 

〇経営計画をつくる目的は、計画をつくることだけではなく、ご自身が行っている 

   事業の将来を想像しながら考えを深めていくことです。 

〇場所：大野町商工会館 ２階 研修室 

〇定員になり次第締め切りますので個別相談会への参加は、事前に予約をお願いします。 

 

 

＊無料法律相談のお知らせ 

〇令和２年１１月１７日（火）ＯＫＢふれあい会館 

〇令和２年１２月１５日（火）ＯＫＢふれあい会館 

 

 

Ｎｏ．８ 

企業名 代表者名 事業名

1 杉原酒造（株） 杉原　庄司 販売サイトを開設することでの非対面型販売方法の確立

2 （有）ヨシミプリント工業 井川　清正 ネット販売システムの構築事業

3 （有）カワダ精工 河田　　剛 ミキシングノズルのＰＲと遠隔地顧客対応システムの構築

4 （株）ひでぴょん 田邉　英彦 担当者毎のオンラインを軸とした非対面型ビジネスモデルへの転換



＊ 岐阜県最低賃金が「８５２円」に改正されました 

☆岐阜労働局では、岐阜県最低賃金を、本

年１０月１日から時間額８５２円とするよ

う改正がなされました。岐阜県最低賃金は、

雇用形態に関係なく県内の事業場で働くす

べての労働者に適用されます。（一部の産業

には 岐阜県最低賃金と特定(産業別)最低

賃金のいずれか高い方が適用されます。最

低賃金を下回る金額で労働契約を結んでも、

その契約は無効であり事業者は少なくとも 

最低賃金を払わなければなりません。 

詳しくは、岐阜労働局労働基準部賃金室 

（ＴＥＬ ０５８－２４５－８１０３）までお問合せ下さい。 

 

＊大野町商工会公式ＬＩＮＥアカウント開設のご案内 

大野町商工会では、国・岐阜県・大野町などの施策や補助金・助成金情報

など、リアルタイムに情報発信を行うために大野町商工会ＬＩＮＥアカウン

トを開設いたしました。つきましては、右のＱＲコードから多くの皆様のご

登録をお待ちしています。 

 

＊商工会の福祉共済のご加入について 

「けが」「病気」「がん」の補償される福祉共済は商工会員様とその家族・従業員様限定の制

度です。（全国で 13万人以上の皆様がご加入しています） 

 傷害プラン（2,000円～4,000円）に個人賠償責任補償（１事故２億円限度）、熱中症の補

償がついています。またシニア傷害プランは 80歳の方までご加入できます。是非この機会に

ご加入をご検討ください。 

 

 

 

 

 

 

 


